
岩手大学釜石学生宿舎規則 

 

 

平成２９年１月２０日 制  定 
令和６年３月２５日 最終改正 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人岩手大学学則（以下「学則」という。）第７４条第２

項の規定に基づき、岩手大学釜石学生宿舎（以下「釜石学生宿舎」という。）に関し、

必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 釜石学生宿舎は、釜石サテライトで学ぶ岩手大学（以下「本学」という。）の学

生に対し、生活と勉学の場を提供し、その修学を容易にすることを目的とする。 

 

（管理運営） 

第３条 釜石学生宿舎の管理運営のため、管理運営責任者（以下「責任者」という。）を

置き、学生を担当する理事又は副学長をもって充てる。 

２ 釜石学生宿舎の管理運営に関する事項の審議は、岩手大学学生支援委員会（以下「委

員会」という。）が行う。 

 

（入居定員） 

第４条 釜石学生宿舎へは１戸に２名入居することとし、入居定員は次のとおりとする。 

区分 入居定員 

学部学生 ２０名 

大学院生 ４名 

  ただし、上記区分の入居定員に余裕があり、責任者が認める場合は、区分の入居定員

を超えて入居をさせることができる。 

 

（入居資格） 

第５条 釜石学生宿舎の入居資格は、次のとおりとする。 

区分 入居資格 

学部学生 
本学農学部食料生産環境学科水産システム学コースに在籍する

学生 

大学院生 
本学大学院総合科学研究科地域創生専攻地域産業コースに在籍

する学生 

２ その他入居することが適当であると責任者が認めた者 

 

 

 

 



（入居期間） 

第６条 入居の許可期間は、次のとおりとする。 

区分 入居期間 

学部学生 原則として３年次後期より修業年限以内とする。 

大学院生 原則として修業年限以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、責任者が特別の理由があると認めるときは、委員会の議を

経て、修業年限を超えて入居期間の延長を許可することができる。 
 

（入居願） 

第７条 釜石学生宿舎に入居を希望する者は、所定の入居願に必要書類を添えて、責任者

に願い出なければならない。 

 

（入居者の選考及び許可） 

第８条 入居者の選考及び許可は、委員会が定めた基準に基づき、責任者が行う。 

 

（入居手続） 

第９条 入居者は、別に定める入居手続をしなければならない。 

 

（寄宿料） 

第１０条 寄宿料は、月額１５，０００円とする。 

２ 入居者は、前項に定める寄宿料を、毎月所定の期日までに納付するものとする。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、未納の寄宿料を全額免除する。 

一 死亡又は行方不明のため学籍を除いたとき。 

二 入学料又は授業料の未納を理由として学籍を除いたとき。 

４ 入居者又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められ

る場合は、入居者の申請により、原則として、災害が発生した翌月から６月間の範囲内

において免除することができるものとし、その運用は委員会の定めによるものとする。 

５ 寄宿料は、入寮又は退寮の日が月の中途である場合であっても、１月分を納付しなけ

ればならない。 
６ 既納の寄宿料は、納付を免除された場合を除き、返還しない。 

 

（光熱水料等の経費負担） 

第１１条 入居者が使用した光熱水料等の経費は、入居者がこれを負担するものとする。 

２ 責任者が管理運営上必要と認める経費は、本学がこれを負担するものとする。 

３ 前２項の経費の負担区分は、別に定める。 

４ 入居者の負担する経費は、毎月所定の期日までに納付しなければならない。 

 

（遵守事項） 

第１２条 入居者は、釜石学生宿舎の居室、共用施設等の施設設備及び備品の保全並びに快

適な環境の保持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 省資源・省エネルギー、廃棄物削減、再資源化など環境への負荷の軽減と汚染の防止

等に積極的に取り組むこと。 



二 居室を住居以外の目的に使用しないこと。 

三 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。 

四 施設設備又は備品を加工しないこと。 

五 防火管理、保健衛生管理、災害防止等に関し、責任者及び消防署、保健所等関係者の

指示に従い、又はこれに協力すること。 

六 その他責任者が必要と認めたこと。 

 

（損害賠償） 

第１３条 入居者が、故意又は重大な過失により、施設設備を滅失し、又は損傷したとき

は、直ちに責任者に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を

賠償しなければならない。 

 

（入居許可の取消） 

第１４条 責任者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る入居

の許可を取り消すことができる。 

一 第５条に定める入居資格を失ったとき。 

二 第６条に定める入居許可期間を超えたとき。 

三 停学処分を受けたとき。 

四 寄宿料又は第１１条に定める経費の納入を３月以上怠ったとき。 

五 休学又は留学を認められたとき。 

六 保健衛生上、釜石学生宿舎における生活に適さないと認められたとき。 

七 入居願に虚偽の事実があったとき。 

八 この規則に違反し、釜石学生宿舎の管理運営上著しく支障があると認められたとき。 

九 その他特別な事由により責任者が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により入居の許可を取り消された者は、速やかに釜石学生宿舎を退居しな

ければならない。 

３ 第１項の規定により入居の許可を取り消された場合に入居者が被る損失については、本

学はその責を負わない。 

 

（退居手続） 

第１５条 退居を希望する者は、所定の期日までに退居届を責任者に提出し、その承認を

得なければならない。 

 

（退居時の点検） 

第１６条 退居する者は、居室その他居室に附属する設備等について、責任者が指定する

者の点検を受けるものとする。 

 

（雑則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が

別に定める。 

 

 



  附則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 

附則 
この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 
 

附則 
この規則は、令和４年１１月１日から施行する。 
 

附則 
この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


